
謎
の
流
人
・

近
江
屋
伊
三
郎
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江
戸
時
代
の
天
草
島
は
流
人
の
島
で
あ
っ
た
が
、

①

何
故
、
九
州
本
島
に
近
い
天
草
が
流
人
島
に
選
定
さ
れ
た

の
か
。

②

で
は
、
何
人
が
天
草
島
に
送
ら
れ
た
の
か
。

③

流
人
た
ち
が
、
天
草
島
民
に
と
っ
て
ど
ん
な
存
在
で
あ
っ

た
の
か
。

④

流
人
を
預
け
ら
れ
た
村
や
村
人
に
、
流
人
が
ど
ん
な
影
響

を
与
え
た
の
か
。

⑤

村
（
村
人
）
と
流
人
の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
は
な
か
っ
た
の
か
。

あ
っ
た
と
し
た
ら
ど
ん
な
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
の
か
。

な
ど
流
人
に
関
し
て
は
、
不
明
な
点
が
多
い
た
め
多
く
の
疑
問

が
浮
か
ぶ
。

こ
れ
ら
疑
問
に
先
人
の
歴
史
研
究
者
が
地
道
に
史
料
を
発
掘
し

纏
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
史
料
そ
の
も
の
が
少
な
い
た
め
不
満

足
な
状
態
で
あ
る
。

そ
の
流
人
の
中
で
、
ほ
ぼ
確
か
な
史
料
が
あ
る
の
は
一
町
田
村

流
人
・
定
舜
上
人
く
ら
い
で
あ
る
。

準
と
し
て
は
、
高
野
山
僧
流
人
衆
や
墓
が
残
っ
て
い
る
数
人
に

過
ぎ
な
い
。

と
い
っ
て
も
そ
の
詳
細
は
解
ら
な
い
。

そ
れ
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
、
迷
惑
至
極
な
流
人
を
強
制
的
に

受
け
入
れ
ざ
る
得
な
か
っ
た
村
に
と
っ
て
は
、
記
録
に
残
す
こ
と

な
ど
論
外
で
あ
っ
た
ろ
う
。
最
も
当
時
の
村
の
記
録
を
残
す
こ
と

も
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
い
え
る
が
。

さ
て
、
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
近
江
屋
伊
三
郎
に
つ
い
て

記
し
て
み
る
。

近
江
屋
伊
三
郎
が
確
実
な
史
料
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
大

浦
村
九
品
寺
西
側
の
共
同
墓
地
に
あ
る
蓮
華
台
で
あ
る
。
蓮
華
台

と
は
、
土
葬
の
前
に
最
後
の
別
れ
を
す
る
た
め
に
柩
を
置
く
台
座

の
事
で
あ
る
。
こ
の
蓮
華
台
に
「
山
城
国
紀
伊
郡
京
都
産

流
人
、

近
江
屋
伊
三
郎
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
も
う
一
つ
の
史
料
と
し
て
、
九
品
寺
の
過
去
帳
に
「
近

江
屋
伊
三
郎

嘉
永
二
年
四
月

日
歿
・
教
観
道
入
仙
清
信
士
」

に
遺
さ
れ
て
い
る
。
鶴
田
文
史
氏
調
査

「
西
海
義
民
流
人
衆
史
」

更
に
は
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
「
御
用
触
写
帳
」
（
小

崎
家
文
書
）
に
、

「
小
島
子
村
流
人
伊
三
郎
儀
、
大
多
尾
村
よ
り
楠
浦
村
へ

の
渡
船
場
に
お
ゐ
て
、
一
昨
十
六
日
溺
死
い
た
し
、
死
骸
相

分
か
ら
ざ
る
旨
届
け
出
候
条
、
若
し
其
の
村
方
へ
流
れ
寄
り

候
か
、
又
は
見
当
た
り
候
は
ば
、
早
々
、
訴
へ
出
で
差
図
請

く
べ
く
、
此
の
廻
状
、
刻
付
け
を
も
っ
て
、
早
々
、
順
達
、

留
ま
り
村
よ
り
相
返
す
べ
き
も
の
な
り

閏
四
月
十
八
日

富
岡

御
役
所

」
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ま
た
、
松
田
唯
雄
著
の
「
天
草
近
代
年
譜
」
に
は
。

「
嘉
永
二
年
（
１
８
４
９
）
閏
四
月
十
六
日

大
多
尾
村

よ
り
小
島
子
村
へ
預
け
替
え
流
人
、
大
多
尾
港
よ
り
楠
浦
村

大
門
掛
か
り
ヘ
渡
船
の
途
上
溺
死
し
、
死
体
上
が
ら
ず
、
沿

岸
村
々
を
し
て
夫
々
捜
索
せ
し
む
」

別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
資
史
料
が
他
の
流
人
に
対
し
て
、
多
く

残
っ
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。

話
し
を
要
約
す
れ
ば
。

①

大
多
尾
村
預
か
り
の
流
人
伊
三
郎
が
、
小
島
子
村
へ
預
け

替
え
に
際
し
、
大
多
尾
村
か
ら
楠
浦
村
へ
の
渡
船
場
に
於
い

て
溺
死
し
た
と
い
う
事
。

②

溺
死
し
た
の
は
事
故
な
の
か
自
殺
な
の
か
。

③

大
多
尾
村
は
下
島
の
東
海
岸
の
村
で
、
大
浦
村
は
上
島
の

北
部
に
位
置
し
、
両
村
は
か
な
り
離
れ
て
い
る
し
、
間
に
は

瀬
戸
海
峡
が
あ
り
、
大
多
尾
村
か
ら
楠
浦
村
へ
の
途
中
で
溺

死
し
た
な
ら
、
死
体
が
大
浦
村
に
流
れ
着
く
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。

④

ま
た
、
御
用
触
れ
に
は
、
大
浦
村
で
死
体
が
発
見
さ
れ
た

と
い
う
文
書
も
な
い
。

⑤

大
浦
村
（
九
品
寺
）
と
の
関
連
性
が
不
明
。

さ
て
、
こ
の
近
江
屋
伊
三
郎
に
つ
い
て
、
北
野
典
夫
氏
は
「
有

明
町
史
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
要
約
）

①

遠
島
の
境
涯
に
落
ち
て
、
仏
心
を
お
こ
し
た
流
人
も
い
る
。

大
浦
の
浄
土
宗
九
品
寺
檀
家
の
共
同
墓
地
近
い
回
り
場
に
、

大
き
な
石
の
蓮
台
が
あ
り
、
そ
の
側
壁
に
、
長
い
歳
月
で
薄

れ
か
か
っ
て
は
い
る
が
そ
の
側
壁
に
「
山
城
国
紀
伊
郡
京
都

産
、
流
人
近
江
屋
伊
三
郎
」
と
刻
ん
だ
文
字
が
は
っ
き
り
読

め
る
の
で
あ
る
。
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②

近
江
屋
伊
三
郎
が
何
者
か
、
い
つ
の
年
の
何
月
何
日
に
何

の
罪
で
遠
島
の
刑
に
処
さ
れ
た
の
か
、
ま
だ
管
見
に
入
っ
て

い
な
い
。

③

流
人
が
蓮
台
を
寄
進
し
、
み
ず
か
ら
の
名
を
そ
の
大
石
の

片
隅
に
刻
ん
だ
と
い
う
こ
と
、
な
ん
と
も
哀
れ
を
誘
う
物
語

で
あ
る
。

④

富
岡
役
所
が
村
々
へ
出
し
た
廻
し
帳
に
は
、
宛
先
を
、
死

骸
の
流
れ
つ
く
可
能
性
の
あ
る
下
浦
、
（
栖
本
）
馬
場
、
湯

船
原
、
古
江
、
宮
田
、
棚
底
、
浦
、
御
所
浦
、
大
道
、
須
子
、

赤
崎
、
上
津
浦
、
下
津
浦
、
小
島
子
、
大
島
子
、
志
柿
な
ど

の
村
々
役
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
ま
で
小
宮
地
村
の

第
二
次
築
き
立
て
新
田
（
外
新
田
）
は
未
完
成
で
あ
っ
た
か

ら
、
そ
こ
を
遠
く
迂
回
す
る
不
便
さ
を
解
消
す
る
た
め
、
楠

浦
村
の
観
音
か
ら
大
多
尾
村
の
樫
浦
ま
で
渡
船
が
あ
っ
た
の

か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
小
島
子
村
流
人
が
、
何
用
あ
っ
て
大

多
尾
村
ま
で
出
か
け
た
の
か
。

⑤

大
浦
の
蓮
台
は
、
遥
か
な
遠
島
地
で
非
業
の
死
を
と
げ
た

伊
三
郎
を
供
養
す
べ
く
、
京
都
な
る
そ
の
遺
族
が
寄
進
し
た

も
の
か
も
し
れ
な
い
。

私
見
だ
が
、
伊
三
郎
は
、
生
前
、
九
品
寺
の
住
職
と
何
ら
か
の

接
点
が
あ
り
、
伊
三
郎
が
生
前
に
蓮
華
台
を
寄
進
し
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

た
だ
し
小
島
子
村
預
か
り
の
流
人
が
、
大
浦
村
の
九
品
寺
と
接

点
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

等
々
不
明
な
点
と
疑
問
点
が
あ
る
が
、
確
実
な
こ
と
は
大
浦
村

九
品
寺
の
共
同
墓
地
に
、
近
江
屋
伊
三
郎
と
記
し
た
蓮
華
台
が
残

さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

蓮
華
台
の
刻
字

「
山
城
国
紀
伊
郡
京
都
産

流
人
、
近
江
屋

伊
三
郎
」

ま
た
、
蓮
華
台
の
説
明
板
が
、
隣
に
あ
る
島
原
大
変
肥
迷
惑
の

犠
牲
者
の
慰
霊
塔
と
と
も
に
、
大
浦
振
興
会
に
よ
り
設
置
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
文
章
は
次
の
通
り
。

こ
の
柩
安
置
用
安
置
用
の
蓮
華
台
の
外
側
に
「
山
城
国
紀

伊
郡
京
都
産
、
流
人
、
近
江
屋
伊
三
郎
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

伊
三
郎
が
ど
ん
な
人
物
で
、
ど
ん
な
罪
を
犯
し
た
の
か
不
明

で
あ
る
が
、
流
刑
囚
の
仏
心
が
罪
滅
ぼ
し
の
為
に
建
立
し
た

と
思
わ
れ
る
。

昔
、
土
葬
時
代
で
は
こ
こ
で
葬
送
の
儀
が
行
わ
れ
最
後
の
別

れ
を
し
て
い
た
場
所
で
こ
の
蓮
華
台
は
江
戸
時
代
の
建
立
で

は
と
推
測
さ
れ
る
。

※
注

江
戸
時
代
の
天
草
は
流
人
の
島
で
遠
島
の
刑
に
処
さ

れ
た
人
達
が
村
々
に
預
け
ら
れ
て
い
た
。

平
成
十
七
年
三
月
一
日

大
浦
振
興
会
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注

案
内
板
に
は
、
柩
の
漢
字
が
枢
の
字
を
用
い
て
い
る
が
、
間

違
い
と
思
え
る
。

ま
た
郡
を
群
と
記
し
て
あ
る
。
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